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１ 公文書管理法に基づく政令や規則の制定にあたり、できる限り「３０年原

則」（作成から３０年を経過した公文書は原則利用可能とする国際的慣行）を

具体化するべきではないか。 

  この点で、今般策定された外務省・外交記録公開に関する規則（外務省訓

令第７号平成２２年５月２５日）も参考としたい。 

 

２ 行政透明化検討チームの委員の意見やパブリックコメントの意見をふまえ

て、行政文書の保存、管理、利用のあり方について、公文書管理法と情報公

開法を連携させて検討することも必要ではないか。 

  行政透明化検討チームでは、下記の意見があった。 

記 

(1) 行政文書の保管・整理の重要性 

  行政文書が不存在とされる例は少なくなく、行政文書の適切な保管が重

要であることについては、ほぼ意見の一致が見られ、行政文書の作成、保

存、廃棄の記録の義務付けとその記録の長期保存の義務付けを期待する意

見も出された。 

また、地方条例の運用例において、文書の適切な整理を推進することに

より、開示請求に対応する業務の効率性が大きく向上した例の指摘もなさ

れた。 

以上に関連して、公文書管理法と情報公開法との連携の重要性が確認さ

れた。 

パブリック・コメントでは、行政機関内に意図的に文書を抱え込むこと

によって、現行文書の厳しい不開示規定を適用させて、不開示部分を多く

しようとする傾向があるという意見があった。 
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(2) 行政文書の定義の問題 

行政文書の定義に関し、何を「組織共用文書」とするかの運用上の不一

致、「組織共用文書」の解釈の形式化（例えば、司法試験委員会の会議内

容の録音物をたまたま職員が一人しか利用していなかったことを理由とし

て「個人メモ」と解釈した例や、外部委託した調査研究の報告書の根拠と

なる個別データについて、行政機関が「保有」していないことを理由に不

存在とした例がある。）といった問題が指摘された。 

さらに、行政文書は、職務遂行上で作成・取得されたものを包括的に含

み、それを管理する仕組みとすることの方が、職務遂行の実態と整合した

ものとなるとの意見が提示された。 

パブリック・コメントでは、「組織共用文書」と「個人文書」の区別は

困難であるから、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」の

要件を削除すべきであるという意見や、簿冊式管理法をやめてバーチカル・ 

ファイリングシステムを採用し、ファイル基準表への書き込みをコンピュ

ータ処理し、これを情報公開目録として国民がアクセスできるようにし、

この高速検索性により行政コストの削減を実現すべきであるという意見や、

米国では大統領の持つ携帯電話の記録まで公文書として保管対象になって

いるが、日本でも閣僚時代に作成した職務に関する文書は、すべて公文書

として保管されるべきであるという意見があった。 

 (3) その他 

情報公開の不開示事由に関し、作成から３０年が経過した行政文書につ

いては原則公開する旨の規定を定めていただきたいという意見や、現用文

書の不開示の判断に「時の経過を考慮する」という文面を入れるべきとい

う意見や、公文書管理法が予定している中間書庫を早急に設置すべきであ

るという意見があった。 

 

３ 国会及び裁判所の文書の管理のあり方についての公文書管理法附則１３条

２項をふまえて、公文書管理委員会として、どのようなことができるか。 

 また、同法についての衆議院の附帯決議１４項をふまえて、刑事訴訟に関

する書類については、どのように検討すべきか。行政透明化検討チームでは、 
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刑事確定訴訟記録法では、閲覧請求はできても、謄写請求は認められていな

い、情報公開法１５条との関連で、公文書管理法の施行にもあわせ、その改

正が検討されるべきである、特に、現在保管されている刑事参考記録（刑事

確定訴訟記録法９条）は、３０年、５０年、１００年などを区切りとして、

マイクロフィルム化し、国立公文書館にマイクロフィルムを移管し、検察庁

との協議のうえ、順次当該マイクロフィルムを閲覧謄写に付する手続等を整

備することなどが、当面の課題として、必要である、民事判決原本は最高裁

判所から国立公文書館へ移管されているが、これとのバランスも考えられる

べきである、とする意見があった。 

 


